
号

外

二�
平

成
二
十
八
年

八

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
の
二
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
五
の
二
の
項
第
一
号
中｢

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物｣

を｢

第
八
条
第
一
項(

法
第
十
五
条
及
び
法
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物(

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
及
び

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を
含
む
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

に
改
め
、

同
項
第
七
号
中｢

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
事
業
場｣

を｢

第
十
条
第
二

項
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所｣

に
、｢

届
出｣

を｢

届
出
書
の
提
出｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を
｢

第
二
十
五
条
第
一
項

(

法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、

｢
事
業
者
等｣

を｢

保
管
事
業
者
等｣

に
改
め
、｢

処
分｣

の
下
に｢(

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

使
用
製
品
の
廃
棄
を
含
む
。)｣

を
、｢

に
お
い
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物｣

の
下
に｢(

高
濃
度

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を
含
む
。)

若
し
く
は
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
で
あ

る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢

第
十
七
条｣

を

｢

第
二
十
四
条(
法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、｢

事
業
者
等｣

を｢

保
管
事
業
者
等
又
は
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
保

( ) 平成28年８月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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発
行

(

休
日
に
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た
る
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は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日



管
す
る
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者(

次
号
に
お
い
て
単
に｢

保
管
事
業
者
等｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、

｢

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物｣

の
下
に｢(

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り｣

を｢

第
十
六
条
第
二
項(

法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

８

法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を
処
分

期
間
内
に
廃
棄
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
五
の
二
の
項
第
一
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

２

法
第
十
条
第
二
項(

法
第
十
五
条
及
び
法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
を
終
え
た
旨
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

３

法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
処
分
期
間

内
に
処
分
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
十
条
第
四
項(

法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
る
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

５

法
第
十
一
条(

法
第
十
五
条
及
び
法
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
り
、
保
管
事
業
者
に
対
し
、
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
確
実
か
つ
適
正
な
処

理
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

６

法
第
十
二
条
第
一
項(

法
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規

定
に
よ
り
、
保
管
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物

(

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
含
む
。)

の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
五
の
二
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

12

省
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所
の
変
更
の
届
出

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

13

省
令
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
譲
受
け
の
届
出
書

の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

14

省
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
所
在
の
場
所
の

変
更
の
届
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

省
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
譲
受
け
の
届
出

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
廃
棄
物
対
策
課
の
表
五
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

第
七
条
第
一
項
の｣

を

｢

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

に
、｢

決
定｣

を｢

策
定｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一

号
中｢

部
長
専
決
事
項｣

を｢

知
事
決
裁
事
項
で
あ
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
執
行
及

び
部
長
専
決
事
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
岐
阜
地
域
環
境
室
の
表
五
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
十
六
条
第
一
項｣

を

｢
第
十
二
条
第
一
項(

法
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、｢

ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物｣

を｢

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物(

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
を
含
む
。)｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
商
業
・
金
融
課
の
表
八
の
項
中｢

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

を｢

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法｣

に
、｢

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則｣

を

｢

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

｢

第
十
条
第
二
項｣

を｢
第
九
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
三
十
一
の
二
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
十
六
条
第
一
項｣

を｢

第
十
二
条
第
一
項(

法
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、｢

ポ

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物｣

を｢

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物(

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

廃
棄
物
を
含
む
。)｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成28年８月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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